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令和３年度 包括外部監査結果報告書（概要版） 

 

 

１ 監査テーマ 

文化芸術の振興に関する施策の財務事務の執行について 

 

 

２ 選定理由 

文化は、人々に楽しさや感動、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらし、

人生を豊かにするものであり、豊かな人間性を涵養するうえで重要とされ

ている。 

静岡県においても、文化は人々に生きる喜びと心の豊かさをもたらすも

のととらえ、文化の魅力度である文化力を高めるために、継続的に、地域資

源を活かした文化芸術の振興に取り組んでいる。具体的には、県民が文化芸

術に触れる機会を拡充し、世界も視野に入れた文化芸術を創造・発信する活

動を推進するとともに、伝統や歴史に培われた文化財の保存・活用等を図る

ことで、感性豊かな社会の実現を目指している。 

これら文化芸術の振興に関する事業は、県民にとって、身近で触れる機会

が多く、関心が高いものと考えられる。また、静岡県においても、新ビジョ

ンの“ふじのくに”の魅力の向上と発信のなかで「文化芸術の振興」を掲げ

ており、その中心的な役割を担っているスポーツ・文化観光部による施策は、

重要性が高いと考えられる。 

上記を鑑み、スポーツ・文化観光部による文化芸術の振興に関する施策に

ついて、包括外部監査人の立場から、合規性のみならず経済性、効率性、有

効性の観点から検討することは有意義であると考え、特定の事件（テーマ）

として選定した。 

 

 

３ 実施期間 

令和３年６月21日から令和４年３月31日まで 

 

 

４ 監査対象期間 

原則として令和２年度を対象とする。 

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 
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５ 監査実施者 

（１） 外部監査人 

公認会計士  原田 俊輔 

 

（２） 補助者 

公認会計士  加山 秀剛 

公認会計士  松本 次郎 

公認会計士  佐藤 豪 

公認会計士  上杉 昌代 

公認会計士  松井 一 

弁護士    岡村 真央 

 

 

６ 監査の対象 

静岡県の新ビジョンのうち、大柱（政策）「“ふじのくに”の魅力の向上と

発信」のうち、中柱（政策柱）「文化芸術の振興」に該当する事業を監査対

象とした。 

（単位：千円） 

主要事業 担当課 
令和２年度 

当初予算額 

｢富士山」後世への継承推進事業費 富士山世界遺産課 160,600 

｢韮山反射炉」後世への継承推進事業費 富士山世界遺産課 4,570 

富士山後世継承基金積立金 富士山世界遺産課 176,004 

富士山世界遺産センター管理運営事業費 

（債務以外） 
富士山世界遺産課 247,358 

富士山世界遺産センター管理運営事業費（債務） 富士山世界遺産課 81,000 

文化振興推進事業費 文化政策課 24,198 

地域伝統芸能全国大会開催事業費 文化政策課 33,000 

ふじのくに芸術回廊創出事業費 文化政策課 50,000 

子どもが文化と出会う機会創出事業費 文化政策課 99,000 

オリンピック・パラリンピック文化プログラム 

推進事業費 
文化政策課 336,000 

静岡県舞台芸術センター事業費助成 文化政策課 245,000 

｢演劇の都」発信事業費 文化政策課 10,000 

文化関係団体助成 文化政策課 3,940 

グランシップ特定天井対策事業費 文化政策課 486,138 

グランシップ管理運営事業費(債務） 文化政策課 851,400 

グランシップ修繕事業費 文化政策課 362,546 
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（単位：千円） 

主要事業 担当課 
令和２年度 

当初予算額 

舞台芸術拠点施設管理運営事業費(債務) 文化政策課 55,000 

舞台芸術拠点施設管理運営事業費(債務以外) 文化政策課 5,849 

ふじのくに芸術祭等開催事業費 文化政策課 25,461 

文化財保存活用費 文化財課 19,588 

地域ぐるみの文化財保存・活用推進事業費 文化財課 243,000 

文化財調査受託事業費 文化財課 100,300 

文化財行政費 文化財課 6,745 

埋蔵文化財センター管理運営費 文化財課 63,997 

文化財関係団体助成  文化財課 450 

美術館運営事業費 文化政策課 396,249 

美術博物館建設基金積立金 文化政策課 15 

美術館特定天井対策事業費 文化政策課 5,600 

美術館修繕事業費 文化政策課 209,836 

ふじのくに地球環境史ミュージアム管理運営 

事業費 
文化政策課 235,203 

 

７ 監査手続の概要 

主要な監査手続は、次のとおりである。 

・文化芸術の振興に関する事業の担当部局に対し、ヒアリングを実施し、

ヒアリング対象事業を抽出 

・ヒアリング対象事業を所管する担当部局に対して、担当者ヒアリング及

び関係書類の閲覧 

・監査結果の取りまとめにあたって、事実誤認の発生防止に配慮し、必要

に応じて監査対象部局と意見交換会を実施 
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８ 監査結果 

Ａ 総論  

結果 項目 内容 

指摘 ①各文化施設に

おける備品管理

について 

各文化施設の備品管理状況を確認したところ、㋐

備品に物品シールが貼っていない、㋑貸付物品（県か

ら指定管理者に貸した備品）の一部について現物確

認を実施していない、㋒物品シールと物品台帳一覧

の物品番号が異なるものがあった。 

㋐及び㋒については、物品シールを用いた備品管

理ができないため、物品シールと物品台帳一覧表の

物品番号が一致することのチェックも忘れないよ

う、周知徹底すべきである。 

㋑については、指定管理者が貸付物品の一部につ

いて現物確認を実施していないため、定期的な現物

確認を実施するよう、周知徹底すべきである。 

意見 ①成果指標と活

動指標について 

監査対象事業の成果指標及び活動指標を確認した

ところ、「㋐成果指標や活動指標がない」、「㋑成果指

標や活動指標が直接的ではない」ものが散見された。 

㋐については、事業の成果指標又は活動指標がな

いため、事業活動の「成果（アウトカム）」や「結果

（アウトプット）」の良し悪しが判断できず、基本構

想に基づく目標の達成等に向けた事業活動の評価や

見直しが、効果的かつ効率的にできないと考える。 

㋑については、事業の成果指標及び活動指標の設

定は、事業目的や内容等を踏まえ、できるだけ直接的

な指標にしなければ、事業活動の成果や結果を正し

く評価することができない。 

特に、監査対象事業である「文化芸術の振興に関す

る事業」は公益性が比較的高い事業であり、費用対効

果で事業を評価することができないケースが多いた

め、事業の成果指標や活動指標を適切に設定して評

価していくことが、必要不可欠と考える。 
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Ｂ－01 「富士山」後世への継承推進事業費   

結果 項目 内容 

意見 ①富士山世界文

化遺産協議会

（以下、協議会）

への負担金につ

いて 

協議会は、有識者等による会議の開催等を実施し

ており、それらに要する経費について、静岡県側と山

梨県側で２分の１ずつ、協議会へ負担金を拠出して

いる。そのうち、静岡県側負担分については、県が３

分の２、関係６市町が３分の１の割合で、県内市町と

負担金を分担している。 

しかし、担当課は、負担割合やその根拠、経緯を協

議会設置要綱その他の規程等（以下、関連資料）に明

記していなかった。 

定期的に県担当者が交代する現状や県民への説明

責任を考慮すると、関連資料に負担割合等を明記す

ることが望ましいと考える。 

②記念品の残数

について 

県は、富士山保全協力金の支払者に対し、返礼記念

品として缶バッジを配布している。過年度の缶バッ

ジが数千個残っているが、過年度の缶バッジが配布

される機会はなく、適宜廃棄している。 

ここで、過年度の缶バッジ残数を廃棄すると、各年

度で数十万円の缶バッジ廃棄損が生じることにな

り、惜しいと考える。 

そのため、まず、缶バッジの廃棄をなくすために、

発注数や配布方法のみならず、現状の缶バッジデザ

インも含めて、定期的な見直しを検討すべきと考え

る。次に、缶バッジを廃棄せざるを得ない現行の方法

を続ける場合には、缶バッジ廃棄損を少なくするた

めに、製造原価を削減していくことも必要不可欠で

ある。他に、定期的に県担当者の交代が行われる現状

を踏まえると、引継ぎの観点から、缶バッジの廃棄ル

ールを文書化することが適当と考える。 
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 ③補助金等の消

費税及び地方消

費税に係る仕入

控除税額につい

て 

本事業では、富士山後世承継事業費補助金交付要

綱に「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額」に

関する取扱いの記載がある。 

今回、担当課に当該事項の報告漏れの有無を確認

したところ、補助事業者からの報告はないため補助

金の返還はないとの回答であった。 

現状の取扱いでは、県が補助金の返還がない理由

を正確に把握できない。そのため、担当課は、補助事

業者からの報告漏れは起こりうるものとして、補助

事業者が消費税の還付に該当するか否かを問わず、

県への報告を求めるようにして、補助金の返還漏れ

となる可能性を減らすべきと考える。 

 

Ｂ－02 「韮山反射炉」後世への継承推進事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①成果指標の設

定について 

本事業は成果指標がないため、事業活動の「成果

（アウトカム）」の良し悪しが判断できず、事業活動

の評価や見直しが効果的かつ効率的にできないと考

える。成果指標を設定すべきである。 

成果指標としては、本事業の目的や内容を踏まえ、

「韮山反射炉の認知度」が適当と考える。 

②県ホームペー

ジ（以下、県Ｈ

Ｐ）の活用につ

いて 

 

韮山反射炉は「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製

鋼、造船、石炭産業」の構成資産であり、県は韮山反

射炉だけではなく、他の構成資産全てを含めた認知

度向上を図っている。 

今回、県ＨＰを確認したところ、外部サイトへのリ

ンクが切れていたため、担当課は関連リンクの定期

的なチェックを実施すべきと考える。 

また、県ＨＰは韮山反射炉の紹介のみであるが、県

が他の構成資産全てを含めた認知度向上を図ってい

るのであれば、他の構成資産についても具体的に紹

介する必要があるのではないだろうか。 
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Ｂ－03 富士山後世継承基金積立金 

結果 項目 内容 

意見 ①文化財資料や

書籍の購入につ

いて 

富士山後世継承基金（以下、基金）は、富士山の顕

著な普遍的価値の後世への継承に関する事業等に要

する経費に充てることを目的としている。 

ここで、静岡県富士山世界遺産センター（以下、セ

ンター）は、静岡県富士山世界遺産センター資料収集

方針（以下、収集方針）を定め、基金を活用した文化

財資料等の購入対象を明確化している。 

しかし、収集方針では一点につき 1,000万円以上

の費用を要することが見込まれる文化財資料等の購

入については、「特別収集資料目録」に登録されたも

のから選定する旨の記載があるが、未だ作成してい

なかった。また、「文化財資料等の購入対象」を基に

した購入希望品リストを作成していないため、購入

希望品や購入上限金額等が具体化されておらず、購

入希望品の優先順位が決まっていない状態であっ

た。 

そのため、担当課は、「特別収集資料目録」を作成

するとともに、「文化財資料等の購入対象」について、

センターのホームページに公開し、広く情報を集め

る体制を取ることが有益と考える。 

 

Ｂ－04 富士山世界遺産センター管理運営事業費 

結果 項目 内容 

指摘 ①備品の管理に

ついて 

富士山世界遺産センター（以下、センター）は、備

品購入後、財務会計システムに基本情報を登録し、登

録後に打ち出される物品シールを物品に貼って、備

品管理をしている。 

今回、備品と物品台帳一覧表を突合したところ、備

品に物品シールが貼られていないものがあった。 

物品シールによる備品管理を適切に実施するため

に、備品の物品番号が一致することのチェックも忘

れないよう、周知徹底すべきである。 
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意見 ①活動指標の設

定について 

本事業の活動指標は、表記が省略化された結果、具

体的に何を示しているか、わかりづらいものになっ

ている。  

そのため、センターとしての活動指標は「センター

が実施する富士山について講義を行う出前講座や館

内講座等の受講者数」と明確化することが適当と考

える。 

②展示内容の補

完について 

センターでは、歴史に沿った人々の信仰の様子や

古くから芸術へ反映されてきた富士山の姿を展示し

ている。 

今回、センターの展示を確認したところ、展示内容

が「信仰の対象と芸術の源泉」をベースにしているこ

とから、こどもには馴染み難いものになっているよ

うに感じた。 

現状、こども向けのイベントや講座を年数回実施

しているが、さらにセンター館内において、こどもを

対象としたイベントや館内講座を追加企画してみて

はどうだろうか。 

③製作物の在庫

について 

センターでは設立当初から、調査研究結果を開示

するため調査研究報告書を作成している。 

各製作物の払出数を見ると、期末在庫数がなくな

るまで、比較的長い期間がかかると想定される。 

そこで、各製作物の滞留在庫を防ぐために、まず、

制作物の周知を通じて販売を伸ばしてはどうだろう

か。次に、製作物のうち報告書については、人類学と

その隣接科学である考古学等を扱う未配布の博物館

等への配布をしてみてはどうだろうか。他に、県運営

の他ホームページで紹介したり、市町のホームペー

ジで紹介したりすることで、販路拡大してはどうだ

ろうか。最後に、これらの対策をとっても、各製作物

の滞留在庫が減らない場合は、費用対効果も踏まえ、

発行数の見直しも検討すべきと考える。 
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 ④備品の設置場

所について 

今回、センターの物品台帳一覧表を閲覧したとこ

ろ、登録されている備品等 429件のうち、設置場所

が空欄の備品が19件見受けられた。 

設置場所が空欄のままでは、備品の設置場所が物

品台帳一覧表から把握できないため、備品管理上、望

ましくないと考える。 

そのため、センターは、毎年実施する現物確認の際

に、備品の設置場所を確認の上、物品台帳一覧表を適

時更新することが望ましいと考える。また、物品のう

ち動産については、設置場所が動く可能性があるた

め、所定の置き場所を決めておくことも、備品管理

上、有益と考える。 

⑤収蔵品の登録

について 

センターでは、世界文化遺産としての富士山の価

値を伝え、富士山にまつわる作品を展示や公開する

ことを目的として、資料を収集、収蔵している。 

現在までに入手した収蔵品は、コレクターからの

寄贈品が多く、寄贈や購入を合わせて10,000点を超

えるが、館蔵品原簿への既登録件数は未だ 440件超

程度である。 

収蔵品点数は年々増加していくことを踏まえる

と、センターは中長期的な計画を設定し、一定年数経

過ごとに計画値の達成ができなかった場合は、非常

勤職員を雇う等して、登録を計画的に進めていくべ

きと考える。また、登録作業を行う際の手続きマニュ

アルを作成することで、どの職員が登録作業を行っ

ても同一の内容となるように、入力作業を管理すべ

きと考える。 
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Ｂ－05 文化振興推進事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①活動指標の設

定について 

本事業には、文化支援活動や情報提供手法の調査

を目的とした「しずおか文化ネットワーク化推進事

業費」があり、活動指標として「県によるネットワー

ク形成のためのセミナーやミーティングの参加者数

を設定している。 

今回、詳細を確認したところ、以下のような状態で

あった。 

・３年連続で、研修会等に参加していない市町が４

つある。 

・担当課は、各市町の文化行政担当職員数を把握し

ていない。 

前者については、本事業の目的からすると、全ての

市町の参加が望ましいと考えるため、担当課は、ＷＥ

Ｂ会議の導入など、遠方にある市町が参加しやすい

環境を整えることが望ましいと考える。 

後者については、全ての市町の参加が望ましいの

であれば、目標値は参加市町数とすることが適当と

考える。 

②静岡県立美術

館第三者評価委

員会報告書（以

下、報告書）の開

示について 

静岡県立美術館では、第三者評価委員会（以下、委

員会）を実施しており、その内容は県ホームページ

（以下、ＨＰ）にアップされ、県民の誰もが閲覧でき

る状況になっている。 

ここで、現状、別々の開示場所で、委員会に関する

情報開示をしているが、利用者目線では、県による開

示場所の使い分けがわからず、利便性が悪いと考え

る。利用者が委員会に関する情報を漏れなく把握で

きるような工夫が必要ではないだろうか。 

また、令和３年 10月 14日時点においても、令和

２年度の報告書がＨＰで開示されていなかった。担

当課は、報告書の作成及びＨＰ開示についての期限

をルールで定め、定期的に報告書をＨＰに開示でき

るような環境を整備すべきと考える。 
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 ③芸術祭振興事

業の区分管理に

ついて 

本事業の中には（ふじのくに）芸術祭振興事業があ

り、芸術祭関連イベントの企画や広報を実施してい

る。一方、ふじのくに芸術祭等開催事業費（B-17）は

別にあり、芸術祭の運営を実施している。 

すなわち、同じ芸術祭に要する経費につき、企画や

広報は本事業、運営はふじのくに芸術祭等開催事業

費（B-17）に分けて管理している。 

区分管理は、芸術祭の目標管理や予算管理をする

うえで適切な設定とは言い難く、だいぶ時も経過し

たところから、ふじのくに芸術祭等開催事業費でま

とめて管理することが望ましいと考える。 

 

Ｂ－06 地域伝統芸能全国大会開催事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①活動指標の設

定について 

本事業は活動指標がないため、事業活動の「結果

（アウトプット）」の良し悪しが判断できず、成果指

標の達成に向けた事業活動の評価や見直しが、効果

的かつ効率的に行えないと考える。活動指標を設定

すべきである。 

活動指標としては、本事業の内容を踏まえ「地域伝

統芸能全国大会の参加者数」が適当と考える。 

②大会データの

活用について 

地域伝統芸能全国大会は、令和２年11月に静岡県

での開催予定であったが中止となったため、県は開

催予定であった大会の動画を新たに作成し、ホーム

ページで公開した。 

その際、作成した動画については、ホームページア

ドレスの契約期間終了後も伝統芸能の普及や研究・

教育目的で随時活用しているが、予算の有効活用の

観点から、一層活用することが望ましいと考える。 

そのため、担当課は、当該動画のより広範囲かつ計

画的な活用方法について、期限を区切って検討すべ

きと考える。 
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Ｂ－07 ふじのくに芸術回廊創出事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①野外芸術フェ

スタにおける支

出内容の確認に

ついて 

当事業は、県 → 実行委員会 → 公益財団法人静

岡県舞台芸術センター（以下、ＳＰＡＣ）という形で

公演の契約が締結されている。 

形式的には、県は実行委員会に負担金を支出し、実

行委員会がＳＰＡＣとの間で公演の契約を締結して

いるため、県は、支出内容については実行委員会から

の報告を確認している。しかし、実行委員会の事務局

はＳＰＡＣであり、実行委員会とＳＰＡＣとの契約

は実質的には自己取引となっていることから、県か

ら直接ＳＰＡＣに負担金が支出されているのと同じ

ような状況である。 

そのため、担当課は、県がＳＰＡＣに対して直接負

担金を支出している場合に準じた、支出内容の確認

を実施すべきと考える。 

 

Ｂ－08 子どもが文化と出会う機会創出事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①成果指標及び

活動指標の設定

について 

本事業の成果指標は複合的かつ多岐に渡る要素で

定まるものであるため、本事業の成果指標とするの

は直接的ではなく、成果を測定しがたいと考える。ま

た、活動指標がないため、事業活動の「結果（アウト

プット）」の良し悪しが判断できず、成果指標の達成

に向けた事業活動の評価や見直しが、効果的かつ効

率的にできないと考える。直接的な成果指標及び活

動指標を設定すべきである。 

本事業の目的や内容を踏まえ、成果指標としては

「参加した子どもの数」、活動指標としては「演奏会

や演劇の学校訪問・出張公演の回数」が適当と考え

る。 
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Ｂ－09 オリンピック・パラリンピック文化プログラム推進事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①負担金の使途

について 

県は、県から文化プログラムを展開する委員会を

通じて、文化プログラムを実施する各団体へ負担金

による支援をしている。今回、県が実施している負担

金の使途検証方法を確認したところ、いくつかの団

体は、それぞれ申請経費の支払いに伴うポイントを

得ていた。 

現協定書上、ポイントの取扱いは明示されていな

いため、現状の取扱いに間違いがあるというわけで

はないが、本来的にはポイントを除いた実費相当分

を、申請経費とするのが適当ではないだろうか。 

そのため、担当課は、今後、同種の負担金事業を実

施する際には、最新の動向等を踏まえて定期的に検

討を行い、一度に決めることが難しいのであれば、

徐々にでも具体的なポイントの取扱いを決めていく

べきと考える。 

 

Ｂ－10 静岡県舞台芸術センター事業費助成 

結果 項目 内容 

意見 ①「演劇の都」構

想における本事

業費の説明につ

いて 

県は、ＳＰＡＣを「演劇の都」構想の核となる存在

として位置づけ、ＳＰＡＣの活動拠点である公園の

修繕・整備を検討している。 

しかし、「演劇の都」構想の中では、これまでのＳ

ＰＡＣに対する支出状況についても、公園施設の修

繕費用の見通しについても、具体的な金額が全く説

明されていなかった。 

「演劇の都」構想は既に策定・公表済みであり、作

り直しなどの改善措置は求めないが、県民に対する

情報開示を充実していくべきと考える。 
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 ②中高生舞台芸

術鑑賞事業（以

下、中高生事業）

の課題と対応に

ついて 

中高生事業は、人材育成事業の一環で実施するＳ

ＰＡＣの自主事業であり、ＳＰＡＣの公演を県内中

高生に無償で提供するものである。中高生事業には、

年間約５千万円の経費がかかり、当事業費である補

助金の他に、国庫補助金や一般公演収入、ＳＰＡＣの

中高生舞台芸術鑑賞事業積立資産及び基本資産（以

下、基本財産等）を取崩して、賄っている。 

中高生事業のような未来投資的な文化事業を維持

するためには、ＳＰＡＣの基本財産等を取崩しなが

ら進めるというやり方もやむを得ないと考えるが、 

担当課は、どのように減っていくのかをシミュレー

ションしておくべきと考える。また、その検討をもと

に、必要に応じて、中高生事業の規模や内容の見直し

を、ＳＰＡＣと検討・協議すべきである。 

③中高生事業に

参加する中高生

について 

中高生事業では、ＳＰＡＣが各学校からの申込受

付等を行っている。その際、担当課は、参加学校に偏

らないようＳＰＡＣに指示し、後で報告を受けてい

る。 

しかし、担当課は、具体的な学校や生徒数のデータ

について、内容確認や検証をしていなかった。 

これでは、担当課はＳＰＡＣに対する効果的な指

示ができないため、今後は、ＳＰＡＣに求める指示や

報告内容の見直しを検討すべきと考える。 

 

Ｂ－11 「演劇の都」発信事業費 

結果 項目 内容 

なし   
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Ｂ－12 文化関係団体助成 

結果 項目 内容 

意見 ①補助金算定根

拠の明確化につ

いて 

 

県は事業目的を達成するために、昭和45年度から

静岡県文化協会に対して、補助金を交付している 

今回、担当課に補助金の算定根拠を確認したとこ

ろ、具体的な算定根拠等について、明記された文書等

は残っていないとのことであった。これでは、補助金

の継続性や妥当性等についての具体的な判断基準が

なく、合理的な見直しができないと考える。とくに県

担当者が定期的に交代する現状を考慮すると、判断

基準を文書等で明記する必要性は高いと考える。 

そのため、担当課は、補助金の算定根拠を明確化し

たうえで、補助金の継続性や妥当性を毎年吟味して、

県民に説明できるような記録を残すべきと考える。 

 

Ｂ－13 グランシップ特定天井対策事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①活動指標の設

定について 

本事業の活動指標は複合的かつ多岐に渡る要素で

定まるものである。そのため、本事業の活動指標とす

るのは直接的ではなく、それだけでは活動を測定し

がたいと考える。直接的な活動指標を設定すべきで

ある。 

活動指標としては、本事業の内容を踏まえ「計画の

進捗率」等がより適当と考える。 

②予算決算の差

異について 

本事業における工事請負費の当初予算、補正予算、

決算は大きな動きがあったが、入札不調（不落）とな

ったためである。 

入札については、景気や業界の動向などの外部要

因だけでなく、対象工事の難易度や特殊性などの内

部要因も含めて様々な要素が絡むことから、不調と

なってもやむを得ない面もあると考える。 

しかし、事務手続の効率性から、担当課は、今後、

同様の事態が発生しないよう、対象工事の難易度や

特殊性を勘案して、事業者が適切な入札価格を算定

するために適切な情報提供を実施することが望まし

いと考える。 
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Ｂ－14 グランシップ管理運営事業費 

結果 項目 内容 

指摘 ①備品の管理に

ついて 

グランシップは、備品購入後、財務会計システムに

基本情報を登録し、登録後に打ち出される物品シー

ルを物品に貼って、備品管理をしている。 

今回、備品と物品台帳一覧表を突合したところ、物

品シールが貼られていないものがあった。 

物品シールによる備品管理を適切に実施するため

に、備品の物品番号が一致することのチェックも忘

れないよう、周知徹底すべきである。 

意見 ①活動指標の設

定について 

本事業の活動指標として「グランシップ企画事業

入場者数」があり、目標値は、平成28年度に、平成

24～27年度の実績などを考慮して設定し、令和３年

度までに達成することを目指している。 

現状の活動指標の目標値は著しく低いものとはい

えないが、目標値の設定は容易に達成できる水準に

するのは望ましくないと考える。また、現状の活動指

標は単年度の目標値であることから、指定管理者が

短期的志向から、企画事業の内容に偏りが発生する

可能性がある。 

中長期的視野に立った企画事業の立案を促すため

にも、活動指標の設定は単年度ベースではなく、累計

ベース（指定管理期間）にすることも一案と考える。 

②グランシップ

の収支について 

グランシップは、利用料金収入は横ばいであるが

築年数の増加に伴い修繕費の増加が見込まれるた

め、今後も継続して利用料収入の維持向上を図って

いくべきと考える。 

ここで利用料収入の構成は数量×単価であるため

数量及び単価の増加を実現させる必要がある。 

そのため、グランシップは、数量アップのために、

各施設の稼働率を高めることが重要であり、各施設

のコマ別目標管理を実施すべきと考える。また、単価

アップのために、数量アップが限界に達した場合な

ど目安を作って、利用料金の値上げを検討すること

が望ましいと考える。 
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 ③備品の設置場

所について 

 

今回、グランシップの物品台帳一覧表を閲覧した

ところ、登録されている備品等 523件のうち、設置

場所が空欄の備品が58件見受けられた。 

設置場所が空欄のままでは、備品の設置場所が物

品台帳一覧表から把握できないため、備品管理上、望

ましくないと考える。 

そのため、グランシップは、毎年実施する現物確認

の際に、備品の設置場所を確認の上、物品台帳一覧表

を適時更新することが望ましいと考える。また、物品

のうち動産については、設置場所が動く可能性があ

るため、所定の置き場所を決めておくことも、備品管

理上、有益と考える。 

④貸与物品の取

扱いについて 

グランシップの運営に必要な備品については、す

べて県の所有物であり、県から指定管理者へ貸与し

ている。 

ここで、貸与消耗品については、貸与備品と同じく

買替の必要が生じるものと考えるが、現状、県又は指

定管理者のどちらが負担するか、明確に決まってい

ない状況である。 

そのため、貸与消耗品の買替について、県はどちら

が負担するかを整理し、必要に応じて予算措置を検

討すべきと考える。 

 

Ｂ－15 グランシップ修繕事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①活動指標の設

定について 

本事業の活動指標は複合的かつ多岐に渡る要素で

定まるものである。そのため、本事業の活動指標とす

るのは直接的ではなく、それだけでは活動を測定し

がたいと考える。直接的な活動指標を設定すべきで

ある。 

活動指標としては、本事業の内容を踏まえ「中期維

持保全計画の進捗率」等がより適当と考える。 
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Ｂ－16 舞台芸術拠点施設管理運営事業費 

結果 項目 内容 

指摘 ①貸付物品の現

物確認不実施に

ついて 

県は、静岡県舞台芸術公園（以下、公園）の物品を

公益財団法人静岡県舞台芸術センター（以下、ＳＰＡ

Ｃ）の事業に供するため、無償貸与している。 

今回の施設往査で、ＳＰＡＣに貸与物品の定期点

検方法を確認したところ、修繕や交換、廃棄、追加取

得が行われた貸与物品は現物確認をしているが、動

きが無い貸与物品は、とくに現物確認をしていない

との回答があった。このままでは、物品台帳一覧表に

載っている備品が、実際にすべて使用可能な状況で

存在しているのかどうか、わからない状況にある。 

そのため、公園は、ＳＰＡＣに対して動きがない貸

与物品についても、定期的に現物確認を行い、その結

果を報告することを求めるべきである。 

意見 ①「物品返納書

（貸付物品のう

ち消耗品）」の受

領について 

貸付物品については、毎年４月に担当課とＳＰＡ

Ｃで物品明細付きの使用貸借契約書を締結し、翌３

月末にＳＰＡＣは物品返納書にサインして担当課に

送付している（以下、貸与物品の関連手続）。 

今回、当手続の関連ファイルを閲覧したところ、物

品返納書は備品分のみであり、消耗品分は見当たら

なかった。 

物品返納書を作成する趣旨は、３月末時点におけ

る貸付物品の品目と数量について、ＳＰＡＣに確認

させる行為であり、その点について備品も消耗品も

違いはないと考える。そのため、公園は、消耗品の物

品返納書を入手すべきと考える。 
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 ②貸付物品の取

扱いについて 

県からＳＰＡＣへの貸付物品は約 2,700件、取得

価額では約２億円になる。 

貸付物品の取得からの経過年数、他への転用の可

能性などを考えると、県にとっては実質的な資産価

値はほとんどないと考えられる。しかし、今の位置づ

けのままでは、貸付物品の関連手続を毎年実施する

ことになるため、相応の手間やコストがかかる。 

そのため、公園は、実質的な資産価値がほとんどな

いと考えられる貸付物品に対して、費用対効果の視

点から、関連手続きや運用ルールの見直しを検討し

てみてはどうだろうか。 

③貸付物品の設

置場所について 

今回、公園の貸付物品一覧表を確認したところ、設

置場所が大まかに記載されており、現物をすぐに見

つけられない状態であった。 

このままでは、貸付物品一覧表から実際の設置場

所を具体的に把握することが難しいため、備品管理

上、望ましくないと考える。 

そのため、公園は、指定管理者が毎年実施する現物

確認の際に、貸付物品一覧表に設置場所を具体的に

記入し直した上、適時更新することが望ましいと考

える。また、貸付物品のうち動産については、設置場

所が動く可能性があるため、所定の置き場所を決め

ておくことも、備品管理上、有益と考える。 

④音響装置・照

明に関する対応

の検討について 

担当課は、公園の劣化診断結果をもとに中期維持

保全計画を策定し、順次更新を重ねている。 

中期維持保全計画において、担当課は、公園の音響

装置・照明を買い替えるのではなくレンタルにする

ことで当該費用を圧縮する方針を検討しているが、

現状、どの程度の費用を圧縮することができるのか

については不透明な状況である。 

そのため、公園は、音響装置・照明の更新又はレン

タルにつき、可能な限り、費用の比較や検討を実施す

べきと考える。また、公園は「演劇の都」の中心的な

存在と位置付けられているため、担当課は、演劇公園

にふさわしい音響装置・照明を維持するための追加

コストについても検討すべきと考える。 
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Ｂ－17 ふじのくに芸術祭等開催事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①繰越金の取扱

いについて 

伊豆文学賞は、県から伊豆文学フェスティバル実

行委員会（以下、実行委員会）に予算額が支給され、

実行委員会が事業を運営している。 

直近４年間では新型コロナウイルス感染症の影響

などによって、各種イベントを中止せざるを得なか

ったため、実行委員会の繰越金が増加している。 

担当課は、令和４年３月６日に、各種イベントの開

催を予定しているため、繰越金の増加は一時的なも

のと考えられる。しかし、仮に予定していた各種イベ

ントが開催できず、さらに繰越金が膨らむようであ

れば、いったん、繰越金の取崩しを検討するのが望ま

しいと考える。 

 

Ｂ－18 文化財保存活用費 

結果 項目 内容 

意見 ①成果指標及び

活動指標の設定

について 

本事業は成果指標がなく活動指標が直接的でない

ため、事業活動の「成果（アウトカム）」や「結果（ア

ウトプット）」の良し悪しが判断できず、事業活動の

評価や見直しが効果的かつ効率的にできないと考え

る。成果指標及び直接的な活動指標を設定すべきで

ある。 

カモシカについては、事業の目的や内容を踏まえ、

成果指標としては「調査した結果が所定の報告書等

に適切に取りまとめられたかどうか」、活動指標とし

ては「年度あたりの生息概況調査地点件数」が適当と

考える。 
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 ②支援員のステ

ップアップ講座

について 

県は災害時における文化財救済体制の一翼を担う

支援員に対して、定期的に知識向上等を目的とした

ステップアップ講座を実施している。 

ステップアップ講座の受講者数は直近３ヶ年で20

数名前後であり、５％程度の低い参加率となってい

る。 

県がステップアップ講座を実施することは、支援

員の継続的な知識向上やモチベーション維持を図っ

て、不測の災害に備えた活動を担保するうえで重要

であると考える。そのため、担当課は、ステップアッ

プ講座の参加率向上に向けた具体的な対策を検討す

べきと考える。 

 

Ｂ－19 地域ぐるみの文化財保存・活用推進事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①成果指標及び

活動指標の設定

について 

本事業は成果指標がなく活動指標が直接的でない

ため、事業活動の「成果（アウトカム）」や「結果（ア

ウトプット）」の良し悪しが判断できず、事業活動の

評価や見直しが効果的かつ効率的にできないと考え

る。成果指標及び直接的な活動指標を設定すべきで

ある。 

確実な保存については、事業の目的や内容を踏ま

え、成果指標としては「補修費の助成等により環境整

備を支援した文化財数の全体に対する割合（環境整

備支援割合）」、活動指標としては「補助金の予算額に

対する決算額の割合（予算消化割合）」とすることが

適当と考える。 
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 ②文化財におけ

る「指定理由」の

把握について 

県は、県内に所在する国又は県指定文化財の保存

活用に向けて、現状を把握するため、「しずおか文化

財ナビ」を一般公開している。「しずおか文化財ナビ」

には、文化財の名称や所在地の他、国又は県が文化財

として指定した理由（以下、指定理由）を載せている

が、「指定理由」が空欄の文化財が35件（国指定34

件、県指定１件）識別された。 

指定文化財の保存活用には国費や県費が投入され

ていることから、「指定理由」を明確化することは重

要と考える。 

そのため、担当課は、今後速やかに「指定理由」を

把握し、適切に記録・保存すべきと考える。 

③補助率の特例

規定を適用する

際の確認につい

て 

令和２年度において、県指定文化財に対する文化

財保存費補助金の補助率に特例規定（以下、当規定）

が設けられた。本事業においても、令和２年度に当規

定を２件適用しているが、県による「収入減」の確認

は、いずれも補助事業者が自己証明した収入額証明

書のみをもって行われていた。 

当規定は補助率に10％を上乗せするもので、補助

金交付額に与える影響は少なくなく、また、補助金交

付の公平性の観点からも、その適用要件の確認は厳

格になされるべきものであり、自己証明のみで適用

要件を満たすとすることは適切ではないと考える。 

そのため、担当課は、「収入減」の証明として、比

較年月を含む年の確定申告書の写しや売上帳など帳

簿の写しの提出を求めるなど、適切に確認すべきと

考える。 
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 ④補助金等の消

費税及び地方消

費税に係る仕入

控除税額につい

て 

本事業では、静岡県文化財保存費補助金交付要綱

に「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額」に関

する取扱いの記載がある。 

今回、担当課に当該事項の報告漏れの有無を確認

したところ、補助事業者からの報告はないため補助

金の返還はないとの回答であった。 

現状の取扱いでは、県が補助金の返還がなされな

い理由を正確に把握できない。そのため、担当課は、

補助事業者からの報告漏れは起こりうるものとし

て、補助事業者が消費税の還付に該当するか否かを

問わず、県への報告を求めるようにして、補助金の返

還漏れとなる可能性を減らすべきである。 

⑤研修会の開催

方法について 

本事業においては、文化財保存活用地域計画又は

文化財保存活用計画の制度周知のために、研修会を

開催している。令和２年度では、新型コロナウイルス

感染拡大防止等の観点から、それぞれ研修会の回数

を１回に減らして実施している。 

研修会の開催回数削減は止むを得ない対応である

と考えられるが、従来、開催場所によっては地理的な

制約から参加できない市町や文化財所有者もいたこ

となどから、担当課は、ＷＥＢ開催などを検討すべき

と考える。 

 

Ｂ－20 文化財調査受託事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①成果指標及び

活動指標の設定

について 

本事業は成果指標や活動指標がないため、事業活

動の「成果（アウトカム）」や「結果（アウトプット）」

の良し悪しが判断できず、事業活動の評価や見直し

が、効果的かつ効率的にできないと考える。成果指標

及び活動指標を設定すべきである。 

成果指標は、本事業が文化財保護法に基づく地方

公共団体の義務として行われる文化財調査の受託事

業であり、県としてコントロールができないため、設

定できない点は理解できる。一方、活動指標として

は、事業の内容を踏まえ「文化財調査受託事業にかか

る実施計画の進捗度」が適当と考える。 
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Ｂ－21 文化財行政費 

結果 項目 内容 

意見 ①活動指標の設

定について 

本事業は活動指標が直接的ではないため、事業活

動の「結果（アウトプット）」の良し悪しが判断でき

ず、事業活動の評価や見直しが、効果的かつ効率的に

できないと考える。直接的な活動指標を設定すべき

である。 

活動指標としては、事業の内容を踏まえ「審議会の

開催数」等とすることが適当と考える。 

②文化財パトロ

ール研修会の参

加状況について 

県所在の指定文化財の適正管理を目的に現状を把

握するため、文化財所在地の近隣に住む巡回調査員

が、文化財のパトロールを実施している。 

巡回調査員の担当は、国指定文化財と県指定文化

財に分かれて配置され、それぞれの巡回調査員を対

象に、毎年１回文化財パトロール研修会が開催され

ているが、参加率は必ずしも高いとはいえず、３年連

続の欠席者も相当数存在している。 

そのため、担当課は、文化財パトロール研修会をＷ

ＥＢ開催で実施する等により、参加率を上げる方策

等を検討すべきと考える。 

③文化財保護審

議会（以下、審議

会）の出席状況

について 

審議会は、文化財に関連した各種専門家を委員と

して選任し、県に対して文化財の保護・指定に係る助

言を行うことを目的として、概ね年２回開催してい

る。直近３回の審議会の出席状況は、75％、55％、

65％であった。 

審議会は、文化財に関連した多種多様な専門家を

委員として招へいし、出席する各委員の多種多様な

見識に基づき助言を受け審議されることが、県にと

って有用であると考える。 

そのため、担当課は、出席率の低い委員から欠席理

由を確認するなどして、出席率を上げる方策を検討

すべきと考える。 
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 ④埋蔵文化財専

門員研修会（以

下、専門員研修

会）の参加状況

について 

文化財の内容に応じた適切な調査方法や保存と活

用の方法について、十分な知識と経験を得ることを

目的として、埋蔵文化財に係る専門員研修会を実施

している。 

専門員研修会は、県内市町の埋蔵文化財専門員を

対象に毎年２回程度開催しているが、全体として参

加率は必ずしも高いとはいえない。また、県内35市

町のうち８市町は直近の専門員研修会にも参加して

いなかった。 

そのため、担当課は、参加率の低い市町から不参加

理由を確認するなどして、専門員研修会の参加率を

上げる方策を検討すべきと考える。 

 

Ｂ－22 埋蔵文化財センター管理運営費 

結果 項目 内容 

意見 ①成果指標及び

活動指標の設定

について 

 

本事業は成果指標や活動指標がないため、事業活

動の「成果（アウトカム）」や「結果（アウトプット）」

の良し悪しが判断できず、事業活動の評価や見直し

が、効果的かつ効率的にできないと考える。成果指標

及び活動指標を設定すべきである。 

事業の目的や内容を踏まえ、成果指標は「埋蔵文化

財センター（以下、センター）の各種活動による関心

度・満足度」、活動指標は「センターの各種活動によ

る（定員も踏まえた）利用者数」が適当と考える。 

②アンケートの

項目について 

 

センターによる各種の展示、セミナー、体験・出前

授業などの活動に関して、センターは利用者や参加

者からアンケートを取っている。いずれのアンケー

トも記載項目は概ね同じようなものであり、主に利

用者の傾向や活動内容への感想を確認している。 

これは一定の有用な情報ではあるものの、「センタ

ーの各種活動による関心度・満足度」は具体的に測れ

ないと考える。 

そのため、アンケートの項目は、直接的に文化財へ

の関心度の高低を確認したり、今後展示してほしい

文化財のリスクエストを聞いたり（あるいは具体的

な候補から選んでもらったり）することが適当と考

える。 
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 ③常設展示アン

ケートの回答率

について 

アンケートの回答は、センターの活動に対する県

民の直接の声を聞く貴重な機会であるが、今回、常設

展示に関するアンケートを確認したところ、令和２

年度の１年間で46件（利用者数実績の１％）であっ

た。 

これでは、アンケートの回答率は十分とは言い難

く、また、「センターの各種活動による関心度・満足

度」を情報収集するためにも、担当課は、回答数アッ

プの方策を検討すべきと考える。 

④「体験・出前授

業」に係る情報

公開について 

 

担当課は「体験・出前授業」実施後、実施した学校

や団体ごとに、授業内容を１枚のレポートにコンパ

クトにまとめて、センターのホームページ（以下、Ｈ

Ｐ）で情報公開している。 

ＨＰを閲覧したところ、授業実施後からＨＰへの

公開までに数ヶ月かかっているものも見受けられ

た。これでは、情報公開の適時性や効率性を欠いてい

ると考える。 

そのため、担当課は、例えば、レポート作成を行う

職員を特定せずに分担することで原稿作成時間の短

縮を図るとともに、学校・団体側に対しては確認期間

を設定するなどの対応が必要と考える。 

⑤センター設置

時に財団から移

管された備品の

管理について 

センターは、平成23年４月の設置にあたり、前身

である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所（以下、

財団）から備品等の資産も含めて事業を引き継いで

いる。 

財団から引き継いだ備品の中には、財務会計シス

テムで管理する「備品」の対象から外し、「消耗品」

に分類し管理されているものがある。ここで「消耗

品」に分類されたものは、財務会計システムへの登録

はなされず、年度毎の現物確認も行われない。 

これでは、センターで購入した同種備品と同等の

管理ができなくなってしまう。そのため、特に高額で

利用頻度のある重要な物品については、財務会計シ

ステムへの登録や現物確認による財産管理を適切に

行うべきと考える。 
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 ⑥所在不明の

「収蔵品」につ

いて 

センターにおける「収蔵品」のうち、現在、その所

在が不明となっているものが散見された。 

しかし、現状、所在不明の収蔵品について、明確な

管理ルールが整備されていなかった。 

所在不明の収蔵品の中には、重要度の高いＡラン

ク品は含まれていないものの、いずれも県の貴重な

出土文化財の一部であり、センターは明確な管理ル

ールを定めて適切に運用すべきと考える。なお、「行

方不明一覧」には、所在不明の事実が発覚した時期が

記載されていないものがあるが、所在調査の手掛か

りになる可能性もある重要な情報であるため、担当

課は必須記載項目として管理ルールに定め、記載漏

れがないように運用すべきと考える。 

 

Ｂ－23 文化財関係団体助成 

結果 項目 内容 

意見 ①成果指標の設

定について 

本事業は成果指標がないため、事業活動の「成果

（アウトカム）」の良し悪しが判断できず、事業活動

の評価や見直しが、効果的かつ効率的にできない状

況である。成果指標を設定すべきである。 

成果指標としては、本事業の目的を踏まえ「１年間

に文化・芸術の鑑賞・活動を行った人の割合」が適当

と考える。 

②補助金算定根

拠の明確化につ

いて 

県は事業目的を達成するために、昭和45年度から

静岡県文化財保存協会に対して、補助金を交付して

いる。 

今回、担当課に補助金の算定根拠を確認したとこ

ろ、具体的な算定根拠について、明記された文書等は

残っていないとのことであった。これでは、補助金の

継続性や妥当性等についての具体的な判断基準がな

く、合理的な見直しができないと考える。とくに県担

当者が定期的に交代する現状を考慮すると、判断基

準を文書等で明記する必要性は高いと考える。 

そのため、担当課は、補助金の算定根拠を明確化し

たうえで、補助金の継続性や妥当性を毎年吟味して、

県民に説明できるような記録を残すべきと考える。 
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Ｂ－24 美術館運営事業費 

結果 項目 内容 

指摘 ①備品の管理に

ついて 

県立美術館（以下、美術館）は、備品購入後、財務

会計システムに基本情報を登録し、登録後に打ち出

される物品シールを備品に貼って、備品管理をして

いる。 

今回、備品と物品台帳一覧表を突合したところ、物

品シールと物品台帳一覧表の物品番号が異なるもの

があった。 

物品シールによる備品管理を適切に実施するため

に、備品の物品番号が一致することのチェックも忘

れないよう、周知徹底すべきである。 

意見 ①企画展の採算

管理について 

本事業では展覧会事業の一環として、毎年、美術館

内で各企画展を実施している。                             

ここで、令和２年度の予算執行管理表は未作成で

あり、県歳出実績は確認できなかったため、各展覧会

の収支を把握できなかった。これでは、各企画展の採

算評価ができず、観覧料の設定が妥当か否か等、事後

的な検証ができないと考える。 

そのため、各企画展においては、適時、県歳出実績

を把握して採算管理を行い、次の予算編成等に反映

していくべきと考える。 

②移動美術展の

管理について 

本事業では展覧会事業の一環として、静岡市から

遠く離れた地域における収蔵作品を鑑賞する機会を

提供するために、移動美術展を実施している。 

移動美術展の開催地は、県が、移動美術館の開催を

希望する施設の中から、施設環境等を調査したうえ

で採択しているが、複数年にわたって開催希望を出

しているにもかかわらず、不採択が続いて開催でき

ない施設もあった。 

移動美術展の開催趣旨を踏まえ、美術館は、できる

だけ希望した施設（自治体）で実施できるよ、調整す

べきと考える。その際、今後のために、調整過程や不

採択理由を記録として残すことが、問題点把握の観

点から望ましいと考える。 
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 ③講堂の稼働率

について 

美術館内に講堂があり、芸術文化の発表と普及の

目的での使用を条件に貸出しをしている。稼働率を

確認したところ、火水木金の稼働率が10％付近であ

った。 

火水木金の稼働率が低い理由はやむを得ないと考

えられるが、現状の稼働率は10％付近であり、改善

の余地はあると考えられる。 

そのため、美術館は、まずは、火水木金と月土日に

分けるなどして、講堂の稼働率をコマ別で目標管理

することが有益と考える。 

④製作物の在庫

について 

美術館では各事業で製作物を作成し、関係者に配

布している。今回の施設往査で、各製作物を確認した

ところ、ロダンウィーク（平成25年度）や研究紀要

（平成26年度）等が残っていた。 

そのうち、とくにロダンウィークは、作成目的や内

容からすると、今後、使用する可能性が低いと考え

る。そのため、美術館は、ロダンウィークを含む各製

作物について廃棄ルールの設定、及び定期的な廃棄

を実施すべきと考える。 

⑤備品の設置場

所について 

今回、美術館の物品台帳一覧を確認したところ、設

置場所が空欄となっている備品が大半であった。 

設置場所が空欄のままでは、備品の設置場所が物

品台帳一覧表から把握できないため、備品管理上、望

ましくないと考える。 

そのため、美術館は、毎年実施する現物確認の際

に、備品の設置場所を確認の上、物品台帳一覧表を適

時更新することが望ましいと考える。また、備品のう

ち動産については、設置場所が動く可能性があるた

め、所定の置き場所を決めておくことも、備品管理

上、有益と考える。 
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 ⑥美術品の現物

確認について 

美術館は、広く県民に美術作品の鑑賞と創作活動

の場を提供するために、美術品を収集している。 

今回、収蔵品の現物確認方法を確認したところ、備

品と異なり、作品の状態点検と合わせて不定期に現

物確認を実施しているとのことであった。 

美術館は他文化施設と異なり、取得金額が高額な

収蔵品が多く、金額的重要性が高いと考える。そのた

め、美術館は、少なくとも、一定数以上の収蔵品につ

いて、定期的な現物確認を実施すべきと考える。 

 

Ｂ－25 美術博物館建設基金積立金 

結果 項目 内容 

意見 ①静岡県立美術

博物館建設基金

（以下、基金）の

繰入について 

基金は、美術博物館の建設や館蔵品の取得に要す

る経費（以下、当経費）に充てる目的で設置されてお

り、基金の直近推移は、以下のとおりである。 

ここで、基金残高は現金と美術品に分かれるが、当

経費に充当できる現金は約３割となっており、この

ままでは当経費を十分に賄えないと考える。 

令和元年の第三者評価委員会でも同様の意見があ

り、担当課は、５年後の開館40周年に向けて、県予

算以外から基金繰入を増やすための取組みを実施す

べきと考える。 

②静岡県立美術

博物館建設基金

の考え方につい

て 

静岡県立美術博物館建設基金条例（以下、条例）第

2条では、「基金の額は、15億円とする」とあり、各

年度の基金残高は15億円以上となっている。これは、

上述の当経費を十分に確保し備えておくことを目的

としているためである。 

しかし、基金の内訳は、概ね、現金３割、美術品７

割となっており、美術品は売却による現金化ができ

ないことから、基金の目的である当経費に充当でき

るのは現金のみである。これでは「基金の額は15億

円とする」と設定した趣旨を、十分に満たしていない

のではないだろうか。 

条例制定から40年以上が経ち、制定当初から置か

れている環境が大きく変化していることを踏まえ、

担当課は、条例第 2条の見直しなど、現況に即した

取扱いに修正すべきと考える。 
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Ｂ－26 美術館特定天井対策事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①活動指標の設

定について 

本事業の活動指標は複合的かつ多岐に渡る要素で

定まるものであるため、本事業の活動指標とするの

は直接的ではなく、活動を測定しがたいと考える。直

接的な活動指標を設定すべきである。 

活動指標は、本事業の内容を踏まえ「計画の進捗

率」等がより適当と考える。 

②予算と決算に

ついて 

本事業はエントランスホール工事の設計であり、

令和２年度の予算額決算額を確認したところ、当初

予算の執行率（決算額÷当初予算）は57％であった。 

執行率が低い場合、限られた県予算を有効活用で

きていないことを示すため、執行率を高めていく必

要がある。 

担当課は、令和３年度から、建築管理局建築企画課

に積算依頼するよう変更するとのことであるが、今

後も差異理由に応じた機動的な見直しを継続してい

くべきと考える。 

 

Ｂ－27 美術館修繕事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①活動指標の設

定について 

本事業の活動指標は複合的かつ多岐に渡る要素で

定まるものであるため、本事業の活動指標とするの

は直接的ではなく、活動を測定しがたいと考える。直

接的な活動指標を設定すべきである。 

活動指標は、本事業の内容を踏まえ「中期維持保全

計画の進捗率」等がより適当と考える。 
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Ｂ－28 ふじのくに地球環境史ミュージアム管理運営事業費 

結果 項目 内容 

意見 ①バスの運行委

託について 

ふじのくに地球環境史ミュージアム（以下、ミュー

ジアム）は車以外での交通手段が限られることから、

しずてつジャストライン㈱と運行業務委託契約を締

結し、静岡駅からミュージアムまで、直通バスを運行

している。 

過去の直通バス運行実績をみると、バス１台当た

りの乗客数は１～２人程度で推移しており、多くの

利用者が利用しているとはいえず、現状の運行本数

を続ける必要性は高いとはいえないと考える。 

ミュージアムは、現在、運行バス１本ごとの利用者

数は委託業者から報告を受けておらず、曜日や時間

帯ごとのバス利用者数は把握できる体制が整ってい

ない。そのため、ミュージアムは、今後、託業者との

連携により、曜日や時間帯ごとのバス利用者等をで

きるだけ詳細に把握し、費用対効果の視点も含めて、

定期的に運行本数のあり方を検討すべきと考える。 

 ②収蔵品データ

ベースへの入力

について 

ミュージアムは様々な収蔵品を保存管理してお

り、その手順としては、収蔵品を受入台帳に登録後、

データベースに入力している。 

ここで、登録データベースへの入力件数（以下、デ

ータベース入力件数）は、年度によってバラつきが生

じており、入力完了まで長い年月を要すると考えら

れる。例えば、収蔵点数の増加がないと仮定し、直近

３ヶ年の平均入力数を基に計算しても、データベー

スへの入力は21年程度かかることになる。 

収蔵品点数は年々増加していく現状を踏まえる

と、ミュージアムは中長期的な登録データベースへ

の入力計画を定め、一定年数経過ごとに計画値の達

成ができなかった場合は、アルバイトを雇う等して、

入力を計画的に進めていくべきと考える。 
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 ③企画展図録の

在庫について 

ミュージアムでは、冬季に開催する有料企画展に

おいて、観覧者の理解を深めることを目的として、企

画展図録（展示解説書）を作成、販売しているが、各

年度における作成部数の３割以上が在庫として残っ

ていた。 

毎年、企画展の内容が異なることから、企画展終了

後に過去に作成した企画展図録の販売数が大きく伸

びる可能性は低いと考えられる。 

そのため、ミュージアムは、企画展図録の販売方法

について、テコ入れや多角化等を実施し、在庫部数の

削減を検討すべきと考える。また、それでも在庫部数

が残り続ける場合は、費用対効果も踏まえ、作成部数

そのものを見直すことも検討すべきと考える。 

④広報物、研究

成果物の在庫に

ついて 

ミュージアムでは、定期的に、ニュースレターや年

報、東海自然誌といった広報物を作成している。 

ここで、広報物のうち年報は、作成部数のうち３～

５割が在庫部数として残っている。また、東海自然誌

は、作成部数のうち４～５割が在庫部数として残っ

ている。 

そのため、ミュージアムは、まず、広報物の配布方

法を見直すことにより、在庫数の削減に努めていく

ことが必要である。次に、それでも在庫が残り続ける

場合は、費用対効果も踏まえ、作成部数の見直しも検

討すべきと考える。 

⑤物品の設置場

所について 

今回、ミュージアムの物品台帳一覧表を閲覧した

ところ、登録されている物品等 628件のうち、設置

場所が空欄の物品が526件見受けられた。 

設置場所が空欄のままでは、物品の設置場所が物

品台帳一覧表から把握できないため、備品管理上、望

ましくないと考える。 

そのため、ミュージアムは、毎年実施する現物確認

の際に、備品の設置場所を確認の上、物品台帳一覧表

を適時更新することが望ましいと考える。また、物品

のうち動産については、設置場所が動く可能性があ

るため、所定の置き場所を決めておくことも、備品管

理上、有益と考える。 

 


